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は じめ に  

 

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」は、乳幼児期の特性を踏まえた  

保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもへの対応の基本を示すものとして、

2011（平成 23）年３月に策定し、各保育所において活用いただいています。 

 今般、本ガイドラインについて、策定から８年が経過し、その間、保育所保育指針

の改定や関係法令等の制定がなされ、アレルギー疾患対策に関する最新の知見が得ら

れたこと等を踏まえ、保育の現場におけるアレルギー対応に関する取組状況等にも留

意し、有識者による「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの見直し検討会」

における検討を経て、改訂を行いました。 

 今回の改訂に当たっては、本ガイドラインが、様々な保育の現場において、医療の

専門家ではない保育士等の方々にも積極的にご活用いただけるものとなるよう、実用

性に十分留意し、全体構成を「基本編」と「実践編」の二部構成に再編するとともに、

各節の冒頭に要点を示すなど、記載方法等の工夫を行いました。 

 具体的な改訂内容としては、2018（平成 30）年４月より適用されている改定保育所

保育指針を踏まえ、「生活管理指導表」の位置付けの明確化等、保育所におけるアレル

ギー対応の基本原則を明示した上で、保育所の各職員や医療関係者それぞれの役割に

ついて記載を具体化し、保育所と医療機関、行政機関との連携の重要性に鑑み、新た

に「関係機関との連携」に係る項目を設けました。 

また、保育の現場における食物アレルギー対応（事故対応を含む）の重要性に鑑み、

「食物アレルギー・アナフィラキシー」について、各疾患の最初に位置付け、記載内

容の改善・充実を図っています。さらに、「緊急時の対応（「エピペンⓇ」の使用）」、

「記録の重要性（事故防止の取組）」、「災害への備え」、「食育活動」などについても記

載の充実を図り、その上で、近年のアレルギー疾患対策に関する最新の知見を踏まえ、

個別の疾患に関する記載の改善を図っています。 

 各保育所においては、本ガイドラインを十分に活用し、施設長の責任の下、全職員

が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、アレルギー対応に組織的に取り組

んでいくことが求められます。また、本ガイドラインの趣旨及び内容が、保育所をは

じめとする様々な保育の現場に加え、医療機関や行政機関等の関係者にも広く浸透す

るとともに、子育て中の保護者にも理解されることによって、保育所と関係機関との

さらなる連携のもと、子どもたちの健やかな育ちが保障されることを期待しています。 

 

2019（平成 31）年４月 

厚生労働省子ども家庭局保育課長 

竹林 悟史 
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本ガイドラインの活用に当たって 

 

※ 本ガイドラインの構成は、以下のとおりです。各項目の主な内容を理解した上

で、各保育所や地域における実情等に応じて、本ガイドラインをご活用下さい。 

 第Ⅰ部：基本編  

１．保育所におけるアレルギー対応の基本 （4頁～13頁） 

  
 

２．アレルギー疾患対策の実施体制 (14頁～20 頁) 

    
 

３．食物アレルギーへの対応(21 頁～22 頁) 

  

 第Ⅱ部：実践編 （24頁～73頁） 

（生活管理指導表に基づく対応の解説）

  
 

 関連資料 （74頁～86頁） 

参考様式・・・本ガイドラインに基づく対応を行うための様式を示しています。 

参考情報・・・アレルギー疾患対策に資する公表情報を記載しています。 

関係法令等・・本ガイドラインに係る関係法令の該当部分等を記載しています。 

○ アレルギー疾患に関する基本的な知識と、保育所における対応の基本原則につ

いて記載しています。本ガイドラインの総則的な位置づけとなります。 

○ 具体的な対応に当たっては、他の章の記載内容を参照するとともに、参考様式

や参考情報を活用してください。 

 

○ 各保育所において、組織的にアレルギー対応を行うにあたり、保育所及び各関

係者の役割や連携して行う取組について、記載しています。 

○ ガイドラインに基づく対応の体制構築に当たっては、必ず参照してください。 

 

 

○ 「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の各欄の記載に基づく対応

を行うに際して、各疾患と欄ごとの記載内容についての解説をしています。 

○ 保育所において、保護者から受け取った生活管理指導表の内容を確認する際

や、各疾患についてより詳しく理解する際に参照してください。 

 

○ 保育所における食物アレルギー対応に関する基本的な考え方と取組の原則につ

いて記載しています。食物アレルギー対応を行う際には、必ず参照してくださ

い。 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ部：基本編 
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１．保育所におけるアレルギー対応の基本 

（１）アレルギー疾患とは 
 

○ アレルギー疾患とは、本来なら反応しなくてもよい無害なものに対する過剰な免疫

（めんえき）反応と捉えることができます。 

○ 保育所において対応が求められる、乳幼児がかかりやすい代表的なアレルギー疾患

には、食物アレルギー、アナフィラキシー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレ

ルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎などがあります。 

○ 遺伝的にアレルギーになりやすい素質の人が、年齢を経るごとに次から次へとアレ

ルギー疾患を発症する様子を“アレルギーマーチ”と表します。 

 

（アレルギー疾患とは） 

アレルギーという言葉自体は一般用語として広まっていますが、その理解は十分ではあ

りません。アレルギー疾患を分かりやすい言葉に置き換えて言えば、本来なら反応しなく

てもよい無害なものに対する過剰な免疫反応と捉えることができます。 

    免疫反応は、本来、体の中を外敵から守る働きです。体の外には細菌やカビ、ウイルス

などの「敵」がたくさんいるので、放っておくと体の中に入ってきて病気を起こしてしま

いますが、それに対して体を守る働きの重要なものが免疫反応です。相手が本物の「悪者」

であればそれを攻撃するのは正しい反応となりますが、無害な相手に対してまで過剰に免

疫反応を起こしてしまうことがあります。それがアレルギー疾患の本質と言えます。 

 

（乳幼児期のアレルギー疾患と配慮が必要な生活の場面） 

    保育所において対応が求められる、乳幼児がかかりやすい代表的なアレルギー疾患には、

食物アレルギー、アナフィラキシー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結

膜炎、アレルギー性鼻炎などがあります。また、アレルギー疾患は全身疾患であることが

特徴で、小児の場合は、アレルギー疾患をどれか一つだけ発症するケースは少なく、複数

の疾患を合併していることが多くみられます。 

保育所の生活において、特に配慮や管理が求められる生活の場面には、各アレルギー疾 

患に共通した特徴があります。これらの場面は、一般的にアレルギー症状を引き起こしや

すい原因と密接に関係するため、注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○：注意を要する生活場面  △：状況によって注意を要する生活場面 

生活の場面 
食物アレルギー・ 

アナフィラキシー 

気管支 

ぜん息 

アトピー性 

皮膚炎 

アレルギー性 

結膜炎 

アレルギー性 

鼻炎 

給食 ○  △   

食物等を扱う活動 ○  △   

午睡  ○ △ △ △ 

花粉・埃の舞う環

境 
 ○ ○ ○ ○ 

長時間の屋外活動 △ ○ ○ ○ ○ 

プール △ △ ○ △  

動物との接触  ○ ○ ○ ○ 

表１－１     【各アレルギー疾患と関連の深い保育所での生活場面】 
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（アレルギーマーチ） 

アレルギー疾患の発症の様子は“アレルギーマーチ”という言葉で表現されますが（下

図参照）、これは遺伝的にアレルギーになりやすい素質（アトピー素因（※））のある人が、

年齢を経るごとにアレルギー疾患を次から次へと発症してくる様子を表したものです。も

ちろん全員がそうなるわけではなく、一つの疾患だけの人もいますが、多くの場合、こう

した経過をたどります。 

 

※アトピー素因 

アレルギーの原因となる要因に対しての IgE 抗体を産生しやすい、本人もしくは親兄弟に気管支

ぜん息やアトピー性皮膚炎、あるいはアレルギー性鼻炎などの疾患が見られることを言う。 

＊ IgE抗体：ダニ、ホコリ、食物、花粉などが微量でも人体に入ってきたときに、それらを異

物と認識して排除するために免疫反応がおこり、血液中に Ig（免疫グロブリン）E 抗体が作

られる。アレルギーの程度が強いほど血液中で高値を示す。 

 

 

 

 

アトピー素因

アレルギーマーチ

成人型アレルギーへ移行

環境因子
遺伝因子

腹
痛

反
復
性
喘
鳴

寛解

寛解

食物性抗原

12歳

7歳

2歳

感作

（馬場 實による原図を改編）

乳
児
湿
疹

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

感作

吸入性抗原

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎

寛解

気

管

支
ぜ
ん

息
皮
膚
炎

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

※本図はアレルギー疾患の発症・寛解を図示したもので「再発」については示していない( 2010 改編図)。

下
痢

ア
ト
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図１－１ アレルギーマーチのイメージ 

 

面 

かんかい 

かんかい 

ぜ
い
め
い 

日本小児アレルギー学会「小児アレルギー疾患総合ガイドライン 2011」（2011年 5月）より 

（原図：馬場 実、改変：西間三馨） 

 

面 



6 

 

（２）保育所における基本的なアレルギー対応 

 

ア）基本原則 

     保育所は、アレルギー疾患を有する子どもに対して、その子どもの最善の利益を考   

慮し、教育的及び福祉的な配慮を十分に行うよう努める責務があり、その保育に当たって

は、医師の診断及び指示に基づいて行う必要があります。以下に、その対応についての基

本原則を示します。 

 

 

【保育所におけるアレルギー対応の基本原則】 

 

○ 全職員を含めた関係者の共通理解の下で、組織的に対応する 

・アレルギー対応委員会等を設け、組織的に対応 

・アレルギー疾患対応のマニュアルの作成と、これに基づいた役割分担 

・記録に基づく取組の充実や緊急時・災害時等様々な状況を想定した対策 

 

○ 医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する 

・生活管理指導表（※）（8 頁参照）に基づく対応が必須 
 

    （※）「生活管理指導表」は、保育所におけるアレルギー対応に関する、子どもを

中心に据えた、医師と保護者、保育所の重要な“コミュニケーションツール”。 

 

○ 地域の専門的な支援、関係機関との連携の下で対応の充実を図る 

・自治体支援の下、地域のアレルギー専門医や医療機関、消防機関等との連携 

 

○ 食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先する 

 ・完全除去対応（提供するか、しないか） 

 ・家庭で食べたことのない食物は、基本的に保育所では提供しない 

 

 

   こうした原則に基づいた対応を行うため、保育所の職員は、その内容に習熟することが

求められます。そのために、職員はその責務と役割に応じて、施設内外の研修に定期的に

参加し、個々の知識と技術を高めることが重要です。 

また、施設長や保育所の設置者は、保育所における子どもの健康と安全の確保に資する

よう、こうした対応を進めるとともに、アレルギー疾患対策基本法をはじめとする関係法

令等を遵守し、国及び自治体が行うアレルギー疾患対策について、啓発及び知識の普及に

協力するよう努めることが求められます。 

さらに、保育所におけるアレルギー対応の取組を進めていく上で、国や公的機関等が公

表するアレルギー疾患対策に関する情報を共有し、活用していくことも重要です。 

（参照：アレルギー疾患対策に資する公表情報（81頁）） 
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イ）生活管理指導表の活用 

保育所において、保護者や嘱託医等との共通理解の下で、アレルギー疾患を有する子

ども一人一人の症状等を正しく把握し、子どものアレルギー対応を適切に進めるために

は、保護者の依頼を受けて、医師（子どものかかりつけ医）が記入する「保育所におけ

るアレルギー疾患生活管理指導表」（以下「生活管理指導表」という。）に基づき適切に

対応することが重要です。 

生活管理指導表は、保育所における子どものアレルギー対応に関して、子どもを中心

に据えた、医師と保護者、保育所における重要なコミュニケーションツールとなるもの

であり、保育所の生活において、アレルギー疾患に関する特別な配慮や管理が必要とな

った子どもに限って作成されるものです。 

（参照：参考様式「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」（８頁）） 
 

 

    ＜生活管理指導表の活用の流れ＞ 

 

アレルギー疾患を有する子どもの把握 

・入園面接時に、アレルギーにより保育所で特別な配慮や管理が必要な場合、保護者

から申し出てもらう。 

・健康診断や保護者からの申請により､子どもの状況を把握する。 

保護者へ生活管理指導表の配付 

・保育所と保護者との協議の上、アレルギー疾患により保育所で特別な配慮や管理が

求められる場合に、配付する。 

医師による生活管理指導表の記入 

・かかりつけ医に生活管理指導表の記載を依頼する。（保護者は、保育所における子ど

もの状況を医師に説明する） 

※医師には、必要に応じ、本ガイドラインの該当ページを参照してもらう。 

・保護者は、必要に応じて、その他資料等を保育所に提出する。 

保護者との面談  

・生活管理指導表を基に、保育所での生活における配慮や管理（環境や行動、服薬等

の管理等）や食事の具体的な対応（除去や環境整備等）について、施設長や担当保

育士、調理員などの関係する職員と保護者が協議して対応を決める。 

・対応内容の確認とともに、情報共有の同意について確認する。 

保育所内職員による共通理解 

・実施計画書等を作成し、子どもの状況を踏まえた保育所での対応（緊急時含む）に

ついて、職員や嘱託医が共通理解を持つ。 

・保育所内で定期的に取組状況について報告等を行う。 

対応の見直し 

・保護者との協議を通じて、1 年に 1 回以上、子どものアレルギーの状態に応じて、

生活管理指導表の再提出等を行う。なお、年度の途中において対応が不要となった

場合には、保護者と協議・確認の上で、特別な配慮や管理を終了する。 

 

保育所において対応が求められるアレルギー疾患に関する主な特徴と生活管理指導表

を活用した対応の基本については、次項で示します。 

また、生活管理指導表に記載の各欄の解説や、保育所において求められる具体的な対

応については、「第Ⅱ部 実践編」で説明します。 
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「生活管理指導表」（表面） 

 

 

「生活管理指導表」（裏面） 

※「緊急連絡先」欄の連絡医療機関には、発作が発生した場合等の緊急時の連絡先として、 

保育所の最寄りの救急医療機関等を記入することが考えられます。 
 

※生活管理指導表(特に食物アレルギー欄)に医師が記載した内容について、保育所から保護者

に対し、関連する検査結果を求める必要はありません。(医師の判断により血液検査等を行っ

た場合を含む) 

 

年　　　　　年           月         日

　１．軽症：面積に関わらず、軽度の皮疹のみみられる。 　１．管理不要

　２．中等症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10％未満にみられる。 　２．管理必要　　（　　　　　　　　　　　　　） 医師名
　３．重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10％以上、30％未満にみられる。 D.特記事項
　４．最重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30％以上にみられる。   １．管理不要

   ※軽度の皮疹：軽度の紅斑、乾燥、落屑主体の病変   ２．動物への反応が強いため不可 医療機関名
   ※強い炎症を伴う皮疹：紅斑、丘疹、びらん、浸潤、苔癬化などを伴う病変　　　　 　　  　動物名　　（                          ）

  ３．飼育活動等の制限　　（　　　　　）

  ４．その他　　　（　　　　　　　　　　　　）

       １．あり     

       ２．なし   １．管理不要 電話

  ３．保湿剤 　２．管理必要（管理内容:　　　　　　　　）

  ４．その他（　　　　　　　　　）   ３．夏季シャワー浴

   （施設で可能な場合）

記載日

C.特記事項 　　　   　年　　年           月         日

　１．通年性アレルギー性結膜炎   １．管理不要

　２．季節性アレルギー性結膜炎（花粉症）   ２．管理必要（管理内容：　　　　　　　） 医師名
　３．春季カタル   ３．プールへの入水不可

　４．アトピー性角結膜炎

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 医療機関名

B．治療
　１．抗アレルギー点眼薬   １．管理不要

　２．ステロイド点眼薬 　２．管理必要（管理内容:　　　　　　　　） 電話
　３．免疫抑制点眼薬

　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記載日

Ａ．病型 年　　　　　年           月         日

　１．通年性アレルギー性鼻炎   １．管理不要

　2．季節性アレルギー性鼻炎（花粉症） 主な症状の時期：　春．夏．秋．冬 医師名

　１．抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬(内服) 医療機関名
　2．鼻噴霧用ステロイド薬

　3．舌下免疫療法 電話

（参考様式）　※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（2019年改訂版）

※ この生活管理指導表は、保育所の生活において特別な配慮や管理が必要となった子どもに限って、医師が作成するものです。

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表　（アトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・アレルギー性鼻炎)

・　同意する
・　同意しない 保護者氏名

　　　　提出日　　　　　 　年　　　月　　　日

●保育所における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を保育所の職員及び消防機関・医療機関等と共有することに同意しますか。

A．プール指導

B．屋外活動

（その他に特別な配慮や管理が必要な事項がある場合には、医師
が保護者と相談のうえ記載。対応内容は保育所が保護者と相談の
うえ決定）

A．病型

名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　　　　　　年　　　月　　　日生 (　　　歳　　　ヶ月)　　　　　　　　　　　組

B．治療

Ａ．屋外活動

B．特記事項

保育所での生活上の留意点

保育所での生活上の留意点病型・治療

記載日

A．重症度のめやす（厚生労働科学研究班）

B-1．常用する外用薬 B-2.常用する内服薬 C.食物ｱﾚﾙｷﾞｰの合併
１．抗ヒスタミン薬

２．その他（　　　）

  １．ステロイド軟膏

  ２．タクロリムス軟膏
　　　　　　（「プロトピック®」）

A.プール・水遊び及び長時間の紫外線下での活動

ア
レ
ル
ギ
ー

性
鼻
炎

（
あ
り
・
な
し

）

病型・治療 保育所での生活上の留意点

ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎

（
あ
り
・
な
し

）

ア
レ
ル
ギ
ー

性
結
膜
炎

病型・治療

（
あ
り
・
な
し

）

 B.動物との接触 
（その他に特別な配慮や管理が必要な事項がある場合には、医師
が保護者と相談のうえ記載。対応内容は保育所が保護者と相談の
うえ決定）

C．発汗後

　4．その他

　２．管理必要（管理内容:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（その他に特別な配慮や管理が必要な事項がある場合には、医師が保護者と相談のうえ記載。対応内容は保
育所が保護者と相談のうえ決定）
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ウ）主な疾患の特徴と保育所における対応の基本 

 

① 食物アレルギー・アナフィラキシー 

食物アレルギーは、特定の食物を摂取した後にアレルギー反応を介して皮膚・呼吸器・

消化器あるいは全身性に生じる症状のことを言います。そのほとんどは食物に含まれるタ

ンパク質が原因で生じます。 

また、アナフィラキシーは、アレルギー反応により、じん麻疹などの皮膚症状、腹痛や

嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が複数同時にかつ急激に出現した状態

を指します。その中でも、血圧が低下し意識レベルの低下や脱力を来すような場合を、特

に“アナフィラキシーショック”と呼び、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態

です。 

なお、アナフィラキシーを起こす要因は様々ではありますが、乳幼児期に起こるアナフ

ィラキシーは食物アレルギーに起因するものが多いです。 

 

（保育所における「食物アレルギー・アナフィラキシー」対応の基本） 

・保育所における給食は、子どもの発育・発達段階、安全への配慮、必要な栄養素の

確保とともに、食育の観点も重要である。しかし、食物アレルギーを有する子ども

への食対応については、安全への配慮を重視し、できるだけ単純化し、「完全除去」

か「解除」の両極で対応を開始することが望ましい。 

・基本的に、保育所で「初めて食べる」食物がないように保護者と連携する。 

・アナフィラキシーが起こったときに備え、緊急対応の体制を整えるとともに、保護

者との間で、緊急時の対応について協議しておくことが重要である。 

 
 

② 気管支ぜん息 

     気管支ぜん息は、発作性にゼーゼー又はヒューヒューという音（喘鳴
ぜんめい

）を伴う呼吸困

難を繰り返す疾患です。一般的には、発作治療薬により症状は改善しますが、まれに生

命にかかわることもあるため、注意が必要です。 

こうした喘鳴
ぜんめい

は、チリ・ダニや動物の毛などのアレルゲン（アレルギーの原因となる

抗原）に対するアレルギー反応により、気道（空気の通り道）での炎症が生じた結果、

気道が狭くなることで起こりやすくなります。また、治療はこの炎症を抑えるように行

われますが、不十分であると症状を繰り返し、運動などの刺激により運動誘発ぜん息と

呼ばれる症状を起こす場合があります。 

 

（保育所における「気管支ぜん息」対応の基本） 

・気管支ぜん息症状の予防には、アレルゲンを減らすための環境整備が極めて重要で

ある。そのため、保育所での生活環境は、室内清掃だけでなく、特に寝具の使用に関

して留意する必要がある。 

・保護者との連携により、気管支ぜん息の治療状況を把握し、運動等の保育所生活に

ついて、事前に相談する必要がある。 
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③ アトピー性皮膚炎 

アトピー性皮膚炎は、皮膚にかゆみのある湿疹が出たり治ったりすることを繰り返す

疾患です。乳幼児では、顔、首、肘の内側、膝の裏側などによく現れますが、ひどくなる

と全身に広がります。悪化因子としては、ダニやホコリ、食物、動物の毛、汗、シャンプ

ーや洗剤、プールの塩素、生活リズムの乱れや風邪などの感染症など、さまざまであり

個々に異なります。多くの場合、適切なスキンケアや治療によって症状のコントロール

は可能で、基本的には、他の子どもと同じ生活を送ることができます。 

 

（保育所における「アトピー性皮膚炎」対応の基本） 

・アトピー性皮膚炎の子どもの皮膚は刺激に敏感であり、皮膚の状態が悪い場合には、

皮膚への負担を少なくする配慮が必要である。 

・悪化因子は、個々に異なるが、室内の環境整備だけでなく、場合によっては外遊び、

プール時に対応が必要となることがあり、保護者との連携が必要である。 
 

 

④ アレルギー性結膜炎 

アレルギー性結膜疾患とは、目の粘膜、特に結膜に、アレルギー反応による炎症（結

膜炎）が起こり、目のかゆみ、なみだ目、異物感（ごろごろする感じ）、目やになどの特

徴的な症状をおこす疾患です。原因となる主なアレルゲンとしては、ハウスダストやダ

ニ、動物の毛に加え、季節性に症状を起こすスギ、カモガヤ、ブタクサなどの花粉があ

ります。 

 

（保育所における「アレルギー性結膜炎」対応の基本） 

・プールの水質管理のための消毒に用いる塩素は、角結膜炎がある場合には悪化要因

となるため、症状の程度に応じて配慮が必要である。 

・季節性アレルギー性結膜炎（花粉症）の場合、花粉が飛んでいる時期で特に風の強

い晴れた日には花粉の飛散量が増えることに留意する。 

・通年性アレルギー性結膜炎等の場合、屋外での活動後に、土ぼこりの影響で症状の

悪化が見られることもあるため、必要に応じて、顔を拭くこと等が望まれる。 

 

 

⑤ アレルギー性鼻炎 

      アレルギー性鼻炎は、鼻の粘膜にアレルギー反応による炎症が起こり、発作性で反復

性のくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こす疾患です。原因となるアレルゲ

ンは、上記「④アレルギー性結膜炎」とほぼ同じです。 

 

（保育所における「アレルギー性鼻炎」対応の基本） 

・アレルギー性鼻炎（特に季節性アレルギー性鼻炎）の乳幼児は、原因花粉の飛散時

期の屋外活動により症状が悪化することがある事に留意する（屋外活動ができない

ことはまれである）。 
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（３）緊急時の対応（アナフィラキシーが起こったとき（「エピペン®」の使用）） 

保育所において、アレルギー疾患を有する子どもに緊急性の高い症状（下表参照）が  

一つでも見られたら、「エピペン®」（商品名）（※）の使用や 119 番通報による救急車の要

請など、速やかな対応をすることが求められます。こうした緊急性の高い症状が見られな

い場合には、子どもの症状の程度に合わせて対応を決定することが必要です。（36頁参照） 

（※）「エピペン®」は体重 15kg未満の子どもには処方されません。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（保育所における「エピペン®」の使用について） 

保育所において、子どもにアナフィラキシー等の重篤な反応が起きた場合には、速やか

に医療機関に救急搬送することが基本となります。しかし、保育所において、乳幼児がア

ナフィラキーショックに陥り生命が危険な状態にある場合には、居合わせた保育所の職員

が、本ガイドラインにおいて示している内容（事前の備えを含む）に即して、「エピペン®」

を（自ら注射できない）子ども本人に代わって使用（注射）しても構いません。ただし、

「エピペン®」を使用した後は、速やかに救急搬送し、医療機関を受診する必要があります。 

なお、こうした形で保育所の職員が「エピペン®」を使用（注射）する行為は、緊急やむ

を得ない措置として行われるものであり、医師法第 17条（※）違反とはなりません。 

（※医師法第 17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。） 

 

（「エピペン®」の保管について） 

保育所における「エピペン®」の保管に当たっての留意事項は、以下のとおりです。 

○ 子どもの手の届かないところ、すぐに取り出せるところに保管する 

○ 15～30℃で保存が望ましい。冷蔵庫や、日光のあたる場所等を避けて保管する 

○ 「エピペン®」を預かる場合、緊急時の対応内容について保護者と協議の上、「緊急時

個別対応票」を作成する（参照：参考様式「緊急時個別対応票」（13頁）） 
 

（緊急時対応への備え） 

緊急時の対応に当たっては、事前に、現場に居合わせる可能性がある各職員の役割をあ

らかじめ明確にした上で、保育所全体として組織的に対応できるよう以下のような準備を

しておくことが重要です。 

 

 

消化器の症状 ・繰り返し吐き続ける ・持続する強い（がまんできない）おなかの痛み

呼吸器の症状
・のどや胸が締め付けられる ・声がかすれる ・犬が吠えるような咳

・持続する強い咳込み ・ゼーゼーする呼吸 ・息がしにくい

全身の症状
・唇や爪が青白い ・脈を触れにくい・不規則

・意識がもうろうとしている ・ぐったりしている ・尿や便を漏らす

（「一般向けエピペン®の適応」日本小児アレルギー学会（2014 年）より） 

表１－２ 緊急性の高い症状 
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○ それぞれの施設に応じた職員の役割分担の明確化（全体管理、発見者による子どもの

観察、「エピペン®」接種の準備、連絡（救急医療機関、施設長、保護者等に対して）、記

録等） 

○ 「エピペン®」の取扱いや、役割分担に基づいた動きについて、園内研修や定期的な訓

練の実施 

○ 「エピペン®」や緊急時に必要な書類一式の保管場所の全職員による情報共有 

 

 

「エピペン®」接種の実際 

※独立行政法人環境再生保全機構「ぜんそく予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック」

（2017 年 10 月）より引用  
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「緊急時個別対応票」（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

「緊急時個別対応票」（裏面） 

 

  

■緊急時個別対応票（裏） 経過記録票

１. 誤食時間

２. 食べたもの

３. 食べた量

【エピペン®】 エピペン®の使用　　あり　・　なし　　　　時　　　分

【内服薬】 使用した薬（　　　　　　　　　　　） 　　　　時　　　分

【その他】 ・口の中を取り除く　・うがいをさせる　・手を洗わせる　・触れた部位を洗い流す

全身

呼吸器

消化器

目・鼻・口・顔

皮膚

：

：

：

：

：

：

：

７. 記録者名

医療機関名 主治医名

医療機関

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生年月日）　　　年　　　月　　　日　（　　　歳　　　か月）

（回／分） （回／分）

電話番号 備考（ID番号等）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分

□軽い（がまんできる）お腹の痛み

□吐き気

□目のかゆみ、充血

□口の中の違和感

□くしゃみ、鼻水、鼻づまり

□軽度のかゆみ

□数個のじんま疹

□部分的な赤み

□数回の軽い咳

　　症状

※「症状チェッ

クシート」（ガ

イドラインP

●）参照

□中等度のお腹の痛み

□１～２回の嘔吐

□１～２回の下痢

□顔全体の晴れ

□まぶたの晴れ

□強いかゆみ

□全身に広がるじんま疹

□全身が真っ赤

保育所で
行った処置

４.

８.

時間

５.

６. 症状の経過

※少なくとも

　５分ごとに

　注意深く

　観察

◆症状のチェックは緊急性が高い、左の欄から行う（■⇒■⇒■）

症状
脈拍 呼吸数 その他の症状・状

態等把握した事項

□ぐったり

□意識がもうろう

□尿や便を漏らす

□脈が触れにくいまたは不規則

□唇や爪が青白い

□のどや胸が締め付けられる

□声がかすれる

□犬が吠えるような席

□息がしにくい

□持続する強い咳き込み

□ゼーゼーする呼吸

□持続する（がまんできない）お腹

の痛み

□繰り返し吐き続ける

ただちに緊急対応 速やかに医療を受診 安静にし、注意深く経過観察

上記の症状が

１つでも当てはまる場合

１つでも当てはまる場 １つでも当てはまる場合
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２．アレルギー疾患対策の実施体制 

（１）保育所における各職員の役割 
 

○ 保育所は、施設長のリーダーシップの下、各職員の役割を明確にし、組織的なアレ

ルギー疾患対策を行うための体制づくりを行うことが重要です。（対応委員会等の開

催、マニュアルの策定等） 

○ 保育所において、アレルギー対応に組織的に取り組むに当たっては、日々の確認や

記録をとることや、火災や自然災害などが発生した場合を想定した準備も重要です。 

○ 看護師や栄養士が配置されている場合には、地域の医療関係者との連携や食物アレ

ルギー対応等において、その専門性を生かした対応が図られることが重要です。 
 

     保育所においては、第１章に示したアレルギー対応の基本原則に基づき、施設長をはじ

めとして、保育士、調理担当者、看護師、栄養士等の全職員が、次頁以降に記載の各々の

役割を理解し、生活管理指導表に基づき、組織的に対応するための体制を構築していくこ

とが求められます。 

     その際、記録をとることが職員間の共通理解に基づく対応の基本となるため、職員が記

録の重要性を認識すること、通常の環境のみならず、災害発生時を含めた体制の整備を行

うことが重要です。 
  

（記録の重要性（事故防止の取組）） 

保育所において、アレルギー対応を組織的に取り組むに当たっては、アレルギー対応の

実施状況（※）を日々確認・記録し、ヒヤリ・ハットや事故の有無などとともにアレルギ

ー情報としてまとめ、記録に基づいた対応を行い、共通理解を深めていくことが重要です。 

※ 保護者との面談等での確認内容、保護者との協議を踏まえて作成する実施計画、子ど

もの症状発生時の対応 等 

そして、アレルギーに関する事故などが発生したときには、速やかに保護者への連絡を

行うとともに、職員間での情報共有を行い、また、地域における取り決めに応じて、自治

体や関係機関等への報告を行うことが重要です。 

また、園全体として、事故防止のための適切な対策を講じるため、各園におけるアレル

ギーに関する事故や、配膳時や喫食時の確認漏れ等のヒヤリ・ハット報告の情報について

も、収集及び要因分析等に努めることも重要です。 
 

（災害への備え） 

火災や自然災害などが発生した場合など、通常とは異なる環境・体制の下で保育を継続

して行うことについても想定する必要があります。例えば、一時的に保育所以外の場所に

避難を余儀なくされた場合、アレルギーを有している子どもに関する情報を保育士等が避

難所の職員にすぐには伝えられないことや、食物アレルギー対応が必要な子ども用の食材

を持ち出せないといったことが起こり得ます。こうした日常使用しているマニュアルに基

づく対応ができないような事態でも、全職員が対応できるようにすることが求められます。 

こうした事態を想定した取組は各保育所が単独で行うだけではなく、自治体の支援の下、

保育所、学校、消防、警察、医療機関、自治会等が連携して行うことが重要です。 
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ア）施設長（管理者） 

保育所の施設長（管理者を含む）は、副園長や主任保育士等と連携しながら、全職員

を含めた関係者が、アレルギー対応の基本原則の共通理解の下、組織的に対応できるよ

う、保育所の体制を整備し、管理・運営を行うことが重要です。具体的には以下のよう

な取組を行うことが考えられます。 

 

    ○ 体制づくり（アレルギー対応委員会等の開催） 

・保育所における保健的対応の一環にアレルギー疾患対策を位置づけ、組織的に対応 

・保育所内の「アレルギー疾患対応マニュアル」の作成とこれに基づく役割の分担 

・アレルギー疾患を有する子どもの対応に関する職員間での情報の共有 

・必要に応じたアレルギー担当者の役割等の取り決め 等 

○ それぞれの子どもへの対応内容の確認（関係者の招集含む） 

・保護者との協議（面談等）の実施（入所時の面接、管理指導表に基づく面談、食物ア

レルギー対応を行う上で必要となる、献立作成や除去食対応のための面談など） 

 ○ 職員の資質・専門性の向上（各職員の役割に応じた知識・技能の習得） 

・研修計画の策定（園内研修及び外部研修） 

・特に「エピペン®」については、全職員が取り扱えるようにする 等 

○ 関係機関との連携 

・市区町村の支援の下、地域の医療機関や嘱託医、消防機関等との連携 

・国及び自治体が行うアレルギー疾患対策に関する啓発や知識の普及に協力 等 

〇 アレルギー対応の基本原則の共通理解
〇 マニュアルの作成（緊急時、災害時含む）
〇 子ども及び保護者に関する情報共有
○ 研修（研修計画の作成、園内研修の実施）
○ 事故予防のための取組

（情報共有、必要な訓練の実施）

保育所内におけるアレルギー対策の実施体制（イメージ）

保育士
子どもの健康観察

保護者との情報共有

調理担当者
安全な給食の提供

誤配誤食対策

嘱託医
助言・指導

看護師

栄養士

施設長 主任保育士等
保育所全体の運営・管理、職員指導

関係機関との連携

専
門
性
を
生
か
し
た
対
応

保護者 かかりつけ医

関係職員
共通認識と必要な対応の習熟

生活管理指導表の
記載

○生活管理指導表による
医師の診断・指示の共有

○アレルギー対応内容の
確認（緊急時含む）

○子どもの様子の共有

家庭・保育所での
様子の伝達

図１－２  
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イ）保育士 

本ガイドラインに示すアレルギー対応の基本原則を理解した上で、各保育所における

「アレルギー疾患対応マニュアル」に即して、各々の保育士が役割を分担し、以下のよ

うな対応の内容に習熟することが求められます。 

 

    ○ 担当する子どもがアレルギー疾患を有しているか否かに関わらず共通で必要な事項 

     ・ 保育所全体のアレルギーを有する子どもの状況の把握・共有 

     ・ 給食提供の手順についての情報の把握・共有 

     ・ 緊急時の｢エピペン®｣の取扱いや職員間の役割について、把握し、状況に応じた対

応の準備を行うこと 等 
 

○ 担当する子どもがアレルギー疾患を有する場合 

・ 子どもの日常の健康状態や生活上の配慮等に関する、保護者との情報共有 

・ 子どもの疾患状況や家庭での対応状況等に関する、関係職員と情報を共有 

・ 体調不良等が疑われる場合、速やかに施設長等へ報告し、対応を協議すること 

・ 疾患の特徴や状況を考慮した、安全な保育環境の構成や保育上の配慮 

・ 調理担当者と連携した、誤食防止の取組 等 

     

ウ）調理担当者 

給食の提供に当たっては、除去食品の誤配や誤食などの事故防止及び事故対策におい

て、子どもの安全を最優先として、保育士と連携し、以下のような安全な給食の提供環

境を整備することが重要です。 
 

     ・ 安全を最優先した献立の作成や調理作業工程・環境の構築（40-43頁参照） 

     ・ 調理担当者間での調理手順等の共有と確認 

・ 保育士等と連携し、調理室から保育室（子ども）までの安全な配膳手順等の共有 

・ 緊急時の｢エピペン®｣の取扱いや職員間の役割分担について把握し、状況に応じ

た対応の準備を行うこと 

等 

保育所内の「アレルギー疾患対応マニュアル」の内容（例） 

 

＊対応の原則、体制、手順、役割分担、安全な環境整備、誤食防止対策等 

＊生活管理指導表の取扱い 

＊アレルギーに関する情報の管理方法（対応状況、ヒヤリ・ハット及び事故の

発生状況等） 

＊緊急時の対応（「エピペン®」の使用に関することを含む） 

＊災害への備え 

＊研修 

＊地域の関係機関との連携 等 
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エ）看護師 

保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）では、保育所に看護師が配置さ

れている場合には、その専門性を生かして対応することとされています。看護師には、

各保育所における保健計画の策定に当たり、アレルギー対応についても十分考慮するこ

と、保護者からの情報を得ながらアレルギー疾患を有する子どもの健康状態を観察評価

することなどが求められます。 

また、保育所におけるアレルギー対応の取組に当たっては、嘱託医、子どものかかり

つけ医、地域の医療機関と連携した対応を図る必要があります。そのため、保育所の看

護師が、その専門性を活かしつつ、これらの医療関係者等の意見やアレルギー疾患の治

療に関する最新の知見を、施設内の他の職員や保護者に正しく、かつ、わかりやすく伝

え、保護者を含めた保育所全体の共通認識としていくことが重要です。 

 

 

オ）栄養士 

看護師と同様、保育所保育指針では、保育所に栄養士が配置されている場合には、そ

の専門性を生かして対応することとされています。 

保育所における食物アレルギー対応に関して、栄養士には本ガイドラインに示す食物

アレルギー対応の原則に基づいて献立を作成し、栄養管理を行うことが求められます。

また食育計画の策定の際には、食物アレルギーについて十分考慮するなど専門性を生か

した対応を行うことも重要です。 

さらに、食物アレルギーを有する子ども及びその保護者への栄養指導を行うことや、

地域の子ども及びその保護者に対する食に関する相談や支援などの食育の取組を通じて、

食物アレルギーに対する理解の促進を図ることも重要な役割です。 
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（２）医療関係者及び行政の役割と関係機関との連携 
 

○ 保育所におけるアレルギー対応においては、嘱託医の積極的な参画・協力のもと、

地域の関係者と連携して取組を推進することが重要です。 

○ 地域の関係機関との連携体制の構築や取組の促進に当たっては、自治体による積極

的な支援が不可欠です。 

 

保育所におけるアレルギー対応に当たっては、以下に示すように、保育所が地域の医療

関係者及び行政と連携しながら取組を進めることが必要です。 

 

ア）医療関係者の役割 
 

（嘱託医） 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第 33 条第

１項において、保育所には嘱託医を置かなければならないとされています。 

  保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの保育に当たっては、嘱託医の積極的

な参画・協力が不可欠となります。嘱託医には、以下のような役割が求められます。 
 

・ 年２回以上の子どもの健康診断を行うだけではなく、保育所全体の保健的対応や健

康管理についても総合的に指導・助言を行うこと 

・ 各保育所におけるアレルギー対応委員会等やアレルギー疾患対応マニュアル作成

への参画及び助言・指導を行うこと 

・ アレルギー疾患を有する子どもの保育に関する取組や子どもの状況について、保育

所と情報を共有し、その対応について適切な助言・指導を行うこと 
 

こうした役割を果たすために、嘱託医は、常にアレルギー疾患対策の最新の知識を把

握しておくとともに、地域におけるアレルギーの専門医・医療機関との連携体制の構築

に積極的に参画することも重要です。 

 

（かかりつけ医） 

保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの保育については、かかりつけ医等が

記入した生活管理指導表に基づき、保育所と保護者等の間で医師の診断及び指示に関す

る情報を共有し、対応することが求められます。このため、かかりつけ医は、本ガイド

ラインの内容を理解した上で、生活管理指導表を記入することが重要です。このため、

地域の医師会やアレルギー専門医療機関が主催する医師向けの研修等に積極的に参加

するなど、アレルギー疾患への理解を深めることが求められます。なお、かかりつけ医

は生活管理指導表の記入に当たり保育所の状況を踏まえる必要がある場合、保護者を通

じ、保育所に対して情報提供を求めることも重要です。 

 

（地域のアレルギー専門医療機関） 

乳幼児のアレルギー疾患対策は医学的に専門性が高い領域であり、保育所においては、

必要に応じて、地域のアレルギーの専門医や専門医療機関と連携し、支援を求めること

も重要です。 
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イ）行政の役割と関係機関との連携 

保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの保育については、それぞれの保育所

だけでは対応が困難な課題もあることを踏まえ、地域におけるアレルギー疾患対策に関

する正確な情報の把握や、各主体における取組の共有、地域全体として連携体制を構築

することが必要です。 

このため、各自治体は、地域の関係者による連携体制の整備や、地域の特性を考慮し

たアレルギー対応マニュアル（緊急時の対応を含む）の策定、研修の実施、災害発生時

の連携体制の構築などを通じて、積極的に各保育所におけるアレルギー疾患対策への支

援を行うことが求められます。 

 

 

 

（地域の関係者による情報共有・協議等） 

都道府県及び市区町村は、互いに連携しながら、保育所におけるアレルギー対応に関

して、本ガイドラインの内容や正確な情報が共有されるよう、地域の実情に応じて、情

報の発信、関係機関との調整、地域の関係者が一堂に会する協議会の設置やその運営、

定期的な研修機会の提供等を進めていくことが求められます。また、アレルギー疾患医

療に携わる地域の拠点となる病院と連携して、専門的な情報提供や研修の充実、拠点と

なる病院からの助言・支援を受ける体制づくり等の取組を行っていくことも重要です。 

 

 

〇 アレルギー情報の共有
〇 マニュアルの作成
○ 緊急時対応の連携
○ 研修の実施
○ 災害時の体制構築 等

医療機関

地域における関係機関の連携体制（イメージ）

保護者

かかりつけ医

保育所

自治体

救急医療機関
アレルギー

専門医療機関

【自治体間、自治体内の連携】

・都道府県⇔市区町村

・保育担当部局⇔保健衛生部局、教育委員会

・消防機関との連携

【保育所内の体制構築】

・基本原則の共通理解、役割分担

・マニュアルの作成 等

【関係者との連携】

・生活管理指導表に基づく対応

・子どもの様子の共有

拠点病院や医師会に
よる研修の実施等

情報共有

助言や指導

相談や報告
情報共有

連絡調整等

情報提供、
研修への協力

専門性に
応じた連携

施設長・主任保育士等、保育士、調理担当者、看護師、栄養士、関係職員 嘱託医

図１－３  
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（緊急時対応のための連携） 

特に、各保育所において、アレルギー疾患を有する子どもがアナフィラキシーショッ

クを引き起こした際に、適切な医療が受けられるよう、生活管理指導表や「エピペン®」

の保有等の情報について、地域の医療機関、消防機関等と、平時から共有する等の取組

を市区町村が支援していくことが重要です。その際、保護者の同意を得た上で、地域の

関係者による協議を行う事が必要です。 

 

（研修体制の構築） 

アレルギー疾患を有する子どもへの対応については、関係者が共通認識のもとに組織

的に取り組んでいくために、研修の実施等による知識及び技能の向上が重要となります。 

自治体は、各保育所におけるアレルギー対応に関する取組の支援を行うとともに、関

係機関と連携して、保育所の職員に対し、本ガイドラインの内容の周知や「エピペン®」

の取扱いなど、各保育所のアレルギー対応に関する研修を計画的に実施することが求め

られます。同様に、地域の医師会やアレルギー専門医療機関と連携し嘱託医やかかりつ

け医などに対する研修の機会を設けることも重要です。また、各保育所におけるヒヤリ・

ハット事例及び事故情報の収集・共有を通じてアレルギー対応に関する事故防止の取組

を進めるなど、地域におけるアレルギー疾患対策の質の向上を図ることも重要です。 

 

（自治体内における連携） 

各自治体は、組織内の役割分担や人員体制などの実状に応じて、所管の保育所におけ

るアレルギー対応への支援を十分に行うことができるよう、保育担当、保健・衛生関係

担当、教育委員会、消防機関等の関係部署間で連携して取組を行うことが重要です。 

≪連携した取組の例≫ 

○保育担当 本ガイドラインの普及・啓発、各保育所のアレルギー対応状況の把握、

相談体制の構築、関係者による情報交換や協議の場の開催 等 

○保健・衛生関係担当 アレルギー疾患に関する知識の普及・啓発、相談体制の構築、

研修会の実施等 

○教育委員会 就学時の子どものアレルギー情報に関する情報共有（給食の対応含む） 

○消防機関 各子どもの生活管理指導表の内容や「エピペン®」を保有している子ど

もに関する情報共有 
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３．食物アレルギーへの対応 

（１）保育所における食事の提供に当たっての原則（除去食の考え方等） 

 

○  保育所における食物アレルギー対応に当たっては、給食提供を前提とした上で、生

活管理指導表を活用し、組織的に対応することが重要です。 

○ 保育所の食物アレルギー対応における原因食品の除去は、完全除去を行うことが基

本です。 

○ 子どもが初めて食べる食品は、家庭で安全に食べられることを確認してから、保育

所での提供を行うことが重要です。 

 

保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その

基礎を培うことを目標とし、乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行わ

れるよう、食事の提供を含め、計画的に進めることが重要です。 

保育所における食物アレルギーの対応においては、給食提供を前提とした上で、「保育所

内でのアレルギー発症を防ぐ」ことが第一目標ですが、成長が著しい子どもの心身の健全

な発育・発達の観点から、不必要な食物除去がなされることがないよう、医師の診断及び

指示に基づく生活管理指導表を用いた原因食品の完全除去を行うことが基本です。また、

食物アレルギーの有症率は、乳幼児期が最も高いですが、成長とともに治癒することが多

いことから、除去については、定期的な見直しが必要になります。 
 

（生活管理指導表を活用した組織的対応） 

・職員、保護者、かかりつけ医・緊急対応医療機関が十分に連携する。 

・食物除去の申請には、医師の診断に基づいた生活管理指導表が必須である。（入所時又は

診断時及び年１回以上、必要応じての更新） 

・アナフィラキシー症状が発生したとき、全職員が迅速、かつ適切に対応する。 
 

（安全を最優先した完全除去による対応） 

・食物除去は、安全な給食提供の観点から、原因食品の完全除去を基本とする。 

・原因食品が調味料や油脂などに極少量含まれているだけの場合、除去の必要がないこと

が多い。なお、重篤なアレルギーで、少量の調味料等も摂取不可能な厳しい除去が必要

な子どもについては、該当する食材を使用した料理について給食対応が困難となる場合

があることについても考慮する。 

・除去していた食物を解除する場合は、医師の指示に基づき、保護者と保育所の間で書面

申請をもって対応する。 

 

（安全に配慮した食事の提供） 

・給食の提供を前提として、食物アレルギーのない子どもと変わらない、安全・安心な生

活を送ることができるよう、調理室の設備、人的環境など、安全に提供できる環境・体

制を整備する。 
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・子どもが初めて食べる食品については、家庭で安全に食べられることを確認してから、

保育所で提供を開始することを基本とする。 

・食物アレルギーの診断がされていない子どもであっても、保育所において初めて食物ア

レルギーを発症することもあるため、その可能性も踏まえて、体制を整備しておく。 

・アレルギー症状を誘発するリスクの高い食物が、少ない又はそうした食物を使わない共

通献立メニューを取り入れるなど、食物アレルギーのリスクを考えた取組を工夫する。 

・常に、食物アレルギーに関する最新で、正しい知識を職員全員が共有する。 

 

（２）誤食の防止（参照：第Ⅱ部（１）Ａ．給食・離乳食（38頁～43頁）） 

 

○ 誤食の主な発生要因となる人的エラーを防ぐために、保育所の職員全員で認識を共

有し、対策を行うことが必要です。 

○ 保育所における食育は、子どもが成長していく上で非常に重要です。ただし、誤食

は様々な場面で起こりうることを認識し、体制を整えることが必要です。 

 

（誤食の発生要因と対応） 

保育所における子どもの誤食は、食事だけでなく、遊びの場面においても発生するので、

職員全体で発生要因を認識し、誤食リスクを減らすことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

人的エラーの対策としては、食事内容を記載した配膳カードを作成し、食物アレルギー

を有する子どもの調理、配膳、食事の提供までの間に２重、３重のチェック体制をとるこ

と、食物アレルギーを有する子どもの食器の色などを変えて注意喚起することなどが挙げ

られます。 

煩雑で細分化されすぎた食物除去の対応は誤食の誘因となります。このため、安全な保

育所生活を送る観点から、できるだけ単純化された対応（完全除去か解除）を行うことを

基本として下さい。また、食物アレルギーを有する子どもへの食事提供の際には、誤配・

誤食が起こらないよう、安全確保に必要な人員を配置し、管理を行うことが必要です。 

 

（食育活動と誤食との関係） 

保育所における食育は、食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽し

み合う子どもに成長していく上で、非常に重要です。ただし、誤食は食物を扱う様々な場

面において起こりうることから、安全性を最優先するとともに、事故が起こらない環境及

び体制を整えることが必要です。また、誤食を恐れるあまり、食物アレルギーを有する子

どもに対する過剰な対応をすることがないよう、正しい知識をもって行うことも重要です。 

誤食の主な発生要因 
 

① 人的エラー（いわゆる配膳ミス（誤配）原材料の見落とし、伝達漏れなど） 

② ①を誘発する原因として、煩雑で細分化された食物除去の対応 

③ 保育所に在籍する子どもが幼少のために自己管理できないこと など 
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第Ⅱ部：実践編 
（生活管理指導表に基づく対応の解説） 

  

「第Ⅱ部：実践編」では、保護者より提出された「生活管理指導表」の記載に基づき、保

育所が対応を行うにあたって参考となるよう、各疾患と欄ごとの記載内容についての解説

をしています。全体的な構成は、以下の通りです。 

 

○ 各疾患ごとの「特徴」「原因」「症状」「治療」について、保育所対応を行うに当たって

必要な情報を記載 

 

○ 「生活管理指導表「病型・治療」欄の読み方」では、各欄で示す治療や薬剤について、

保育所で対応を行うに当たって必要な情報を記載 

 

○ 「生活管理指導表「保育所での生活上の留意点」の読み方」では、「病型・治療」欄の

記載に基づいて行う、保育所における具体的な生活の場面に応じた配慮・管理事項につ

いて記載 
 

※「保育所での生活上の留意点」の各項目には、かかりつけ医により管理が必要と判

断された事項に関し、かかりつけ医からの指示と、それに基づく具体的な対応につ

いて保護者と保育所とが協議し、対応内容を確認するものが含まれることに留意 

（※）「生活管理指導表」は、保育所におけるアレルギー対応に関する、

子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所の重要な“コミュニ

ケーションツール”となるものです。本編に記載の解説を参照し、

その適切な活用を図ってください。 
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（１）食物アレルギー・アナフィラキシー 

 

＜食物アレルギー＞ 

 

  ＜特徴＞ 

特定の食物を摂取した後にアレルギー反応を介して皮膚・呼吸器・消化器あるいは全

身性に生じる症状のことをいう。そのほとんどは食物に含まれるタンパク質が原因で起

こる。食物アレルギーを有する子どもの割合は 4.0％であり、年齢別では、０歳が 6.4％、

１歳が 7.1％、２歳が 5.1％、３歳が 3.6％、４歳が 2.8％、５歳が 2.3％、６歳が 0.8％

である※。 
 

＜原因＞ 

原因食品は、鶏卵 39％、牛乳 21.8％、小麦 11.7％であり、以下、ピーナッツ 5.1％、

果物 4％、魚卵 3.7％と続く。また、新規発症の原因食品０歳児で鶏卵 57.6％、牛乳

24.3％、小麦 12.7％、１歳児で、鶏卵 39.1％、魚卵 12.9％、牛乳 10.1％、ピーナッツ

7.9％、果物 6.0％、２、３歳児は魚卵 20.2％、鶏卵 13.9％、ピーナッツ 11.6％、ナッ

ツ類 11.0％、果物 8.7％であった※※。 
 

＜症状＞ 

食物アレルギーの症状は多岐にわたる。皮膚・粘膜、消化器、呼吸器、さらに全身性

に認められることがあるが、最も多い症状は皮膚・粘膜症状である。複数の臓器に症状

が出現する状態をアナフィラキシーと呼び、呼吸器症状の出現はさらにアナフィラキシ

ーショックへ進展するリスクが高まり注意が必要である。保育所での調査によると多く

の保育所で誤食が起きており、医療機関の受診が必要になっているケースも見られる。 
 

＜治療＞ 

「原因となる食物を摂取しないこと」が治療の基本である。万一、症状が出現した場

合には、速やかに適切な対処を行うことが重要である。蕁
じん

麻疹などの軽い症状に対して

は抗ヒスタミン薬の内服や経過観察により回復することもあるが、ゼーゼー・呼吸困難・

嘔吐・ショックなどの中等症から重症の症状には、アナフィラキシーに準じた対処が必

要である（アナフィラキシーを参照）。 

 

※平成 27年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保育所入所児童のアレルギー疾患罹患状況と

保育所におけるアレルギー対策に関する実態調査」報告書（東京慈恵会医科大学） 

※※今井孝成、杉崎千鶴子、海老澤元宏．消費者庁「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調

査研究事業」平成 23年 即時型食物アレルギー全国モニタリング調査結果報告.アレルギー．2016：

69：1008-25 
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＜アナフィラキシー＞ 

 

 

 

  

＜特徴＞ 

アレルギー反応により、蕁
じん

麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼー

ゼー、息苦しさなどの呼吸器症状等が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィ

ラキシーという。その中でも、血圧が低下し意識レベルの低下や脱力等を来すような場

合を、特にアナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤

な状態を意味する。 

また、アナフィラキシーには、稀ではあるが、アレルギー反応によらず運動や物理的

な刺激などによって起こる場合があることも知られている。なお、アナフィラキシーを

有する児童・生徒の割合は、小学生で 0.6％、中学生で 0.4％であり※、保育所に入所

する乳幼児では食物アレルギーの有病率が学童期より高いことから、アナフィラキシ

ーを起こすリスクも高い可能性がある。 
 

＜原因＞ 

保育所に入所する乳幼児のアナフィラキシーの原因のほとんどは食物であるが、そ

れ以外にも医薬品、食物依存性運動誘発アナフィラキシー、ラテックス（天然ゴム）、

昆虫刺傷などがアナフィラキシーの原因となりうる。 
 

＜症状＞ 

皮膚が赤くなったり、息苦しくなったり、激しい嘔吐などの症状が複数同時にかつ急

激にみられるが、もっとも注意すべき症状は、血圧が下がり、意識が低下するなどのア

ナフィラキシーショックの状態である。迅速に対応しないと命にかかわることがある。 
 

＜治療＞ 

具体的な治療は重症度によって異なるが、意識障害などがみられる子どもに対して

は、まず適切な場所に足を頭より高く上げた体位で寝かせ、嘔吐に備え、顔を横向きに

する。そして、意識状態や呼吸、循環の状態、皮膚色の状態を確認しながら必要に応じ

て一次救命措置を行い、医療機関への搬送を急ぐ。アドレナリン自己注射薬である「エ

ピペン®」の処方を受けて保育所で預かっている場合には、適切なタイミングで注射す

ることが効果的である。 

 

※平成 25年度「学校生活における健康管理に関する調査」事業報告書（日本学校保健会） 
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Ａ．食物アレルギー病型

  １．　食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎

  2．　即時型

  3．　その他　　（新生児・乳児消化管アレルギー・口腔アレルギー症候群・　

　　　　　　　　　　食物依存性運動誘発アナフィラキシー・その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

B．　アナフィラキシー病型

  １．  食物　　（原因：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  2．  その他　（医薬品・食物依存性運動誘発アナフィラキシー・ラテックスアレルギー・昆虫・動物のフケや毛）　

Ｃ．原因食品・除去根拠　該当する食品の番号に○をし、かつ《　》内に除去根拠を記載

　１．  鶏卵 《　　　　　　　　　》

　２．  牛乳・乳製品 《　　　　　　　　　》

　３．  小麦 《　　　　　　　　　》

　４．　ソバ 《　　　　　　　　　》

　５．  ピーナッツ 《　　　　　　　　　》

　６．  大豆 《　　　　　　　　　》

　７．  ゴマ 《　　　　　　　　　》

　８．  ナッツ類* 《　　　　　　　　　》 ( すべて ・ クルミ ・カシューナッツ・ アーモンド・　　　  )

　９．  甲殻類* 《　　　　　　　　　》 ( すべて ・ エビ ・ カニ ・     　　　      )

　10．　軟体類・貝類* 《　　　　　　　　　》 ( すべて ・イカ ・ タコ ・ ホタテ ・ アサリ ・   　　　　　 )

　11．　魚卵* 《　　　　　　　　　》 ( すべて ・イクラ ・ タラコ ・　　　　              )

  １2．　魚類* 《　　　　　　　　　》 ( すべて ・ サバ ・ サケ ・　　　                )

　１3. 　肉類* 《　　　　　　　　　》 ( 鶏肉 ・ 牛肉 ・ 豚肉・　　　         　       )

　１4．　果物類* 《　　　　　　　　　》 ( キウイ・ バナナ ・　　　　               )

  15.　 その他 (    　　       　             )

「＊は（　）の中の該当する項目に〇をするか具体的に記載すること」

Ｄ．緊急時に備えた処方薬

  １．  内服薬　(抗ヒスタミン薬、ステロイド薬)

  ２．  アドレナリン自己注射薬「エピペン®」

  ３．  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

（
あ
り
・
な
し

）

ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ
シ
ー

（
あ
り
・
な
し

）

病型・治療

[除去根拠] 該当するもの全てを《》内に番号を記載
①明らかな症状の既往
②食物負荷試験陽性
③IgE抗体等検査結果陽性
④未摂取

 
 

  

生活管理指導表「病型・治療」欄の読み方【食物ｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ】 

 

※生活管理指導表(特に食物アレルギー欄)に医師が記載した内容について、保育所から保護

者に対し、関連する検査結果を求める必要はありません。(「C.原因食品・除去根拠」欄に

おいて、「③IgE抗体等検査結果陽性」の原因食品がある場合を含む) 

（※） 
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Ａ．食物アレルギー病型 
 

１．食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎 

乳児アトピー性皮膚炎に合併して認められる食物アレルギーを指します。食物に対する

IgE抗体（※５頁参照）の感作（アレルゲンに曝されることにより、アレルギーが生じる状

態）が先行し、食物が湿疹の増悪に関与している場合や、原因食品の摂取によって即時型

症状を誘発することもあります。湿疹が管理された後には、即時型症状に移行することも

あります。ただし、すべての乳児アトピー性皮膚炎に食物が関与しているわけではありま

せん。 
 

２．即時型 

いわゆる典型的な食物アレルギーであり、原因食品を食べて２時間以内に症状が出現す

るものを指し、その症状として蕁
じん

麻疹、持続する咳、ゼーゼー、嘔吐などやアナフィラキ

シーショックに進行するものまで様々です。乳児期に発症した“食物アレルギーの関与す

る乳児アトピー性皮膚炎”からの移行例や即時型の原因は鶏卵が最も多く、牛乳、小麦と

続きます。原因食品にもよりますが、乳幼児期発症例のうち鶏卵・牛乳・小麦などについ

ては、小学校入学前までにかなりの割合の子どもが治っていくと考えられています。 

 

３．その他 

上記の２タイプに比べると頻度は低いですが、保育所に入所する乳児や幼児に見られる

ものとして下記の疾患が挙げられます。 
 

（新生児・乳児消化管アレルギー） 

新生児期および乳児期早期に乳児用調製粉乳等に対して血便、嘔吐、下痢などの症状が

現れます。まれに生後３か月以降にも認められることがあります。２歳までに９割は治り

ます。 
 

（口腔アレルギー症候群） 

果物や野菜に対するアレルギーに多い病型で、食後数分以内に口唇・口腔内（口の中、の

どなど）の症状(ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなど)が出現します。多くは粘

膜の症状だけで回復に向かいますが、キウイやモモなどでは全身性の症状を伴うことがあ

ります。幼児では比較的少なく、学童期以上で増えます。口の中の症状を訴えることができ

ないので、気づかれにくいかもしれません。 
 

（食物依存性運動誘発アナフィラキシー） 

原因となる食物を摂取して２時間以内に運動をすることによりアナフィラキシー症状を

起こします。一般的に、幼児期は運動の強度が低いので、学童期に比べるとまれにしか認め

られません。我が国では原因食品としては小麦、甲殻類が多く、運動量が増加する中学生に

最も多く見られます。それでも頻度としては中学生で 6000人に 1人程度とまれです。発症

した場合は呼吸困難やショック症状のような重篤な症状にいたることも多く、注意が必要

です。原因食品の摂取と運動の組み合わせで発症するため、食べただけ、運動しただけでは

症状はおきず、気がつかずに誘発症状を繰りかえす例もあります。 
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Ｂ．アナフィラキシー病型 

アナフィラキシーとは、アレルギー症状が複数の臓器において、同時かつ急激に出現した

状態を言います。ショック症状を伴うものをアナフィラキシーショックといい、適切に対応

しないと命に関わることもあります。なかには他の症状を伴わずにいきなりショック症状を

起こすこともあるので、注意が必要です。乳幼児期で起こるアナフィラキシーの原因のほと

んどは食物アレルギーであり、過去にアナフィラキシーを起こしたことのある乳幼児につい

て、その病型を知り、原因を除去し、緊急時の対応を保護者と取り決めておくことが大切で

す。 

また、保育所生活の中で、初めてのアナフィラキシーを起こすことも稀ではありません。

過去にアナフィラキシーを起こしたことのある子どもが在籍していない保育所でも、アナフ

ィラキシーに関する基礎知識、対処法などに習熟しておく必要があります。 

 

１．食物によるアナフィラキシー 

即時型の食物アレルギーの最重症なタイプです。すべての即時型がアナフィラキシーに

進展するわけではありませんが、通常は皮膚・消化器症状などに呼吸器症状を伴うものを

指すことが多いです。呼吸器症状の出現はアナフィラキシーショックへ進展する可能性が

高まるので注意が必要です。（33-37頁参照） 

 

２．その他 

（医薬品） 

抗生物質、抗てんかん薬、非ステロイド系の抗炎症薬などが原因になります。発症の頻

度は決して多くはありませんが、医薬品を服用している子どもについて、その実態を把握

しておく必要があります。 
 

（食物依存性運動誘発アナフィラキシー） 

食物アレルギー病型の項を参照。（28頁参照） 
 

（ラテックスアレルギー） 

ラテックス（天然ゴム）への接触や粉末の吸入などその原因はさまざまで、頻度は少な

いものの、該当する子どもが在籍する場合には、慎重な対応を行う必要があります。 
 

（昆虫） 

    小児では多くはありませんが、ハチ毒によって起こるものが最も注意が必要です。 
 

（動物のフケや毛） 

    動物との接触でもフケや毛などが原因となってアレルギー症状が引き起こされ、中には

アナフィラキシーに至る例もあります。 

 
 

  



30 

 

Ｃ．原因食品・除去根拠 

保育所では最も早くて産休明けから預かる場合があり、食物アレルギー未発症あるいは診

断が確定していない例も多くあります。“食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎”

では IgE 抗体（※５頁参照）が陽性というだけで除去している場合が多く、診断根拠を書け

ない場合（未確定）も乳児期から幼児期早期には認められます。したがって生活管理指導表

では“診断根拠”とせずに“除去根拠”としました。アレルギー及びそれによるアナフィラ

キシーの原因食品を知ることは、保育所での対応を進める上で欠かせない情報です。保育所

として、本欄の「除去根拠」を参考に、対応を決めていくことが望まれます。 
 

（原因食品） 

食物アレルギーはあらゆる食物が原因となり、頻度は年齢によって異なります。乳幼児期

では、鶏卵、牛乳、小麦が主な３つのアレルゲンであり多くを占め、その他、ピーナッツ、

果物類、魚卵、甲殻類、ナッツ類、ソバなど様々です。最近では幼児のいくらやナッツ類ア

レルギーなどが増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 食物アレルギーの原因食品の内訳 

図２－２ 食物アレルギーの原因食品の内訳 

今井孝成，ほか．アレルギー．2016；65：942 - 6より転載 

今井孝成，ほか．アレルギー．2016；65：942 - 6より転載 

年齢群ごとに５％以上を占めるものを上位第５位まで記載 
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（除去根拠） 

食物アレルギーを血液検査だけで正しく診断することはできません。実際に起きた症状と

食物経口負荷試験などの専門的な検査結果を組み合わせて医師が総合的に診断します。した

がって、保育所の食物アレルギーの生活管理指導表にはアレルギー検査のデータ等は記載す

る必要はありません。食物の除去が必要な子どもであっても、その多くは除去品目が数品目

以内にとどまります。あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能

性が高いとも考えられます。過度に除去品目数が多いと保育所での食物除去の対応が大変に

なるだけでなく、成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、そのよ

うな場合には「除去根拠」欄を参考に、保護者やかかりつけ医等とも相談しながら適切な対

応を促していくことが必要です。 
 

① 明らかな症状の既往 

過去に、原因食品の摂取により明らかなアレルギー症状が起きている場合は、除去根拠と

しては高い位置付けになります。 

特に、鶏卵、牛乳、小麦、大豆などの主な原因食品は年齢を経るごとに耐性化（食べられ

るようになること）することが知られています。実際に乳幼児期早期に発症する子どもの食

物アレルギーのうち、鶏卵、牛乳、小麦などについては、かなりの割合の子どもで就学前に

耐性化すると考えられているので、直近の１～２年以上症状が出ていない場合には、その診

断根拠は薄れてきます。耐性化の検証（食物経口負荷試験など）がしばらく行われていなけ

れば、既に食べられるようになっている可能性も考えられるため、かかりつけ医に相談する

必要があります。 
 

② 食物経口負荷試験陽性 

食物経口負荷試験は、原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症状が現れ

るかどうかをみる試験です。この試験の結果は①に準じるため、診断根拠として高い位置付

けになります。ただし、主な原因食品の 1 年以上前の負荷試験の結果は信頼性が高いとはい

えないため、①の場合と同様に再度食べられるかどうか検討する必要があります。 

また、アナフィラキシー症状を起こす危険が高い場合や、直近の明らかな陽性症状、血液

検査などの結果などによっては負荷試験の実施を省略して診断することもあります。 
 

③ IgE抗体等検査結果陽性（血液検査／皮膚テスト） 

食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎では IgE 抗体（※５頁参照）の感作だけ

で除去している場合が多く見られます。まだ食物経口負荷試験も行えないような状況では、

③が診断根拠とならざるを得ません。幼児期に鶏卵や牛乳などに対する IgE 抗体価がよほど

高値の場合には、③だけを根拠に診断する場合もありますが、一般的には血液や皮膚の検査

結果だけで食物アレルギーを正しく診断することはできません。IgE 抗体検査が陽性であっ

ても、実際はその食品を食べられる子どもが多いのも事実です。したがって、生活管理指導

表において IgE 抗体検査の結果を記載することは意味が少ないので記載を求めません。多く

の食物アレルギーを有する子どもの場合、除去しなければならない品目数は数種類にとどま

ります。このため、年齢が進んでも除去品目数が多く、①や②という根拠なしに、③だけが

根拠の場合には、保護者と面談し状況を確認することも必要です。 
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④ 未摂取 

乳児期から幼児期の早期には、低年齢児ではまだ与えないような食物に対しては、診断が

確定できず、診断根拠を書けない場合もあります。それらの子どもに対して離乳食等を進め

ていく場合、単に食べたことがないものをすべて未摂取として記述する必要はなく、アレル

ギーの関与が疑われる、未摂食のものに関して、除去根拠は未摂食として記載されます。 
 

※ 未摂取のものが家で食べられるようになった場合や、食物経口負荷試験を行って症状

が出ないことが確認され摂取可能になったのであれば、保護者からの書面の申請により

除去食品の解除を行うものとします。（参照：参考様式「除去解除申請書」（43頁）） 
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Ｄ．緊急時に備えた処方薬 

緊急時に備え処方される医薬品としては、皮膚症状等の軽い症状に対する内服薬とアナフ

ィラキシーショック等に対して用いられるアドレナリンの自己注射薬である「エピペン®」が

あります。アナフィラキシーショックに対しては、適切なタイミングでのアドレナリンの投

与が非常に有効で、重篤な症状への対処という意味では作用する時間（５分以内）を考える

と同薬のみが有効と言えます。 
 

１．内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬） 

 内服薬としては、多くの場合、抗ヒスタミン薬やステロイド薬が処方されています。しか

し、これらの薬は、内服してから効果が現れるまでに時間がかかるため（抗ヒスタミン薬：

30分～1時間、ステロイド薬：数時間）、アナフィラキシーショックなどの緊急を要する重篤

な症状に対しては、その効果を期待することはできません。誤食時に備えて処方されること

が多い医薬品ですが、症状出現早期には軽い皮膚症状などに対してのみ効果が期待できます。

ショックなどの症状には、これらの内服薬よりもアドレナリン自己注射薬「エピペン®」を適

切なタイミングでためらわずに注射する必要があります。 
 

（抗ヒスタミン薬） 

アナフィラキシーを含むアレルギー症状はヒスタミンなどの物質によって引き起こされま

す。抗ヒスタミン薬はこのヒスタミンの作用を抑える効果があります。しかし、その効果は

皮膚症状など限定的です。 
 

（ステロイド薬） 

アナフィラキシー症状は時に２相性反応(一度おさまった症状が数時間後に再び出現する)

を示すことがあります。ステロイド薬は急性期の症状を抑える効果はなく、この２相性反応

を抑える効果を期待して通常は投与されます。 
 

２．アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）（参照：「第１章（３）緊急時の対応」（11頁）） 

「エピペン®」は、アナフィラキシーを起こす危険が高く、万一の場合に直ちに医療機関で

の治療が受けられない状況下にいる患者（子ども本人）も

しくは保護者が自己注射する目的で作られたものです。

医療機関でのアナフィラキシーショックの治療や救急蘇

生に用いられるアドレナリンという成分が充填されてい

ます。自己注射の方法や投与のタイミングは、医師から処

方される際に指導を受けます。 

食物による重篤なアナフィラキシーショック症状に対

して、できる限り早く、アドレナリンを投与することが生死を分けるとも言われており、救

急搬送時間を考慮すると保育所で投与が必要となる場合もあり得ます。ただし、アドレナリ

ンを投与しても再び血圧低下など重篤な症状に陥ることがあるため、「エピペン®」が必要な

状態になり、実際に使用した後は、速やかに救急搬送し、医療機関を受診する必要がありま

す。なお、「エピペン®」は、体重 15kg未満の子どもには処方されません。 

 

図２－３ 「エピペン®0.15 ㎎」 
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（保育所における緊急時対応のための備え） 

 保育所において、アナフィラキシーに対応するため、「エピペン®」（33頁参照）を預かっ

ている場合、処方された子ども本人や保護者自らが「エピペン®」を管理、注射することが

基本ですが、保育所においては、低年齢の子どもが自ら管理、注射することは困難なため、

アナフィラキシーが起こった場合、嘱託医または医療機関への搬送により、救急処置がで

きる体制をつくっておくことが必要です。 

しかし、そうした救急処置が間に合わない場合等の緊急時には、その場にいる保育士等

が注射することが必要な場合もあり、緊急の際は保育士等が注射することも想定の上、保

育所職員全員の理解を得て、保護者、嘱託医との十分な協議を行った上で、連携体制を整

えておくことが重要です。 

食物アレルギー症状が見られた場合には、症状の緊急性に応じた対応が求められます。

緊急性の高い症状が見られた場合、「エピペン®」の使用や 119番通報による救急車の要請

など、速やかに対応を行い、緊急性の高い症状が見られない場合には、子どもの症状の程

度に合わせて対応を決定することが必要です。 

（参照：「食物アレルギー症状への対応の手順」「症状チェックシート」（36,37頁）） 

また、保護者が持参した「エピペン®」を保育所で一時的に預かる場合、保護者との面接

時に、緊急時の対応について十分に確認し合い、「緊急時個別対応票」を作成し、その内容

についても定期的に確認してください。その際、生活管理指導表の記載事項や、「エピペン

®」の保有に関して、地域の医療機関や消防機関との情報共有について確認しておくことも

重要です。             （参照：参考様式「緊急時個別対応票」（13頁） 

なお、「エピペン®」の保管を考えるときには、その利便性と安全性を考慮する必要があ

ります。利便性という観点から、万が一のアナフィラキシー症状発現時に備えて、「エピ

ペン®」は、すぐに取り出せるところに保存しておくことが必要です。また、保育所で保

管する場合には、事前に「エピペン®」がどこに保管されているかを職員全員が知ってお

く必要があります。さらに、子どもの出入りの多い場所で管理する場合には、安全性とい

う観点から、子どもの手が届かないところに保管することが重要です。 
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① 「エピペン®」とは？ 

アナフィラキシーショックの状態にある患者の救命には、アドレナリンを 30 分以内

に投与できるか否かで大きく異なります。アナフィラキシーショックは、屋外などでの

発症が多く、速やかに医療機関を受診することができないことが多いため、アドレナリ

ンを自己注射することができる製剤として、「エピペン®」が開発されました。 
 

② アドレナリンとはどういう薬剤なのか？ 

アドレナリンは、もともと人の副腎髄質から分泌されるホルモンで、主に心臓の働き

を強めたり、末梢血管を収縮させたりして血圧を上げる作用があります。また気管・気

管支など気道（肺への空気の通り道）を拡張する作用もあります。「エピペン®」はこの

アドレナリンを注射の形で投与できるようにしたものです。 
 

③ 副作用 

副作用としては効果の裏返しとしての血圧上昇や心拍数増加に伴う症状(動悸、頭痛、

振戦、高血圧)が考えられます。動脈硬化や高血圧が進行している高齢者などでは脳血

管障害や心筋梗塞等の副作用も起こりえますが、一般的な小児では副作用はあっても、

軽微であると考えられます。 
 

④ 保管上の留意点 

「エピペン®」の成分は、光により分解されやすいため、携帯用ケースに収められた

状態で保管します（使用するまで取り出さない）。また 15℃～30℃で保存すること

が望ましいため、冷蔵庫等の冷所や、日光のあたる場所等の高温になる環境を避けて保

管します。 

 

「エピペン®」について 
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症状の緊急度により対応は異なります。まず、「緊急性の高い症状」（11頁参照）の有無を

判断します。緊急性が高い症状がみられれば、直ちに対応を開始します。緊急性が高い症状が

みられなければ、さらに詳しく症状を観察し、その程度に基づいて対応を決定します。 

（参照：「症状チェックシート」（37頁）） 

 

独立行政法人環境再生保全機構「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（2016 年 10 月）を

一部改変 

食物アレルギー症状への対応の手順 

 

面 

） 

預かっている場合、内服薬を飲ませる 

 （P3７参照） 
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独立行政法人環境再生保全機構「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（2016 年 10 月）を

一部改変 
 

◆症状のチェックは緊急性が高い、左の欄から行う （     →    →     ） 

【症状チェックシート】 

 

面 



38 

 

 
 

Ａ．給食・離乳食

  １．  管理不要

　２．　管理必要（管理内容については、病型・治療のC．欄及び下記C．E欄を参照）

Ｂ．アレルギー用調整粉乳

  １．  不要

  ２．  必要　　下記該当ミルクに○、又は（　）内に記入

　　　ミルフィーHP　・ ニューMA-1 ・ MA-mi　・　ペプディエット　・　エレメンタルフォーミュラ

  　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

C．除去食品においてより厳しい除去が必要なもの E.特記事項

１．鶏卵： 　　　　　　　　 卵殻カルシウム

２．牛乳・乳製品：　　　　乳糖

３．小麦：　　　　　　　　　醤油 ・ 酢 ・ 麦茶

６．大豆：　　　　　　　　　大豆油 ・ 醤油 ・ 味噌

７．ゴマ：　　　　　　　 　　ゴマ油

１２．魚類：　　　　　　　 　かつおだし ・ いりこだし

１３．肉類：　　　　　　　　エキス

D．食物・食材を扱う活動

  １．  管理不要

  ２．  原因食材を教材とする活動の制限（　　　　　　）

  ３．  調理活動時の制限　　　（　　　　　　　　　　　　）

  ４．  その他　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

保育所での生活上の留意点

病型・治療のＣ．欄で除去の際に、より厳しい除去が必要となる
もののみに○をつける

※本欄に〇がついた場合、該当する食品を使用した料理につ
いては、給食対応が困難となる場合があります

（その他に特別な配慮や管理が必要な事項がある場合には、医師が保護者
と相談のうえ記載。対応内容は保育所が保護者と相談のうえ決定）

 

 

Ａ．給食・離乳食 

保育所における給食は、子どもの発育発達段階を考慮し、安全・安心に、必要な栄養素が

確保されるとともに、美味しく・楽しく食べるための配慮等、食育の推進の観点でも重要で

あり、このために、保育所特有の工夫や注意点があります。アレルギー食対応においても、

給食を提供することが前提となりますが、その際の対応は、出来るだけ単純化し、アレルギ

ーの原因となる食品について、“完全除去”か“解除”の両極で対応を進めるべきです。 

 

【Ⅰ．保育所給食の特徴と対応のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活管理指導表「保育所での生活上の留意点」の読み方【食物ｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ】 

 

① 食数は少ないが、提供回数や種類が多い 

② 対象年齢が低く、年齢の幅が広いため、事故予防管理や栄養管理がより重要 

③ 経過中に耐性の獲得（原因食品除去の解除）が進む 

④ 保育所において新規の発症がある 

⑤ 保護者との相互理解が必要 



39 

 

①食数は少ないが、提供回数や種類が多い 

保育所は、学校に比べて給食一回あたりに提供する食数は少ない一方で、年間給食提供

日が 300日程度と多いことが特徴です。また、一日に提供する食事（午前のおやつ、昼

食、午後のおやつ、補食等）の回数が多く、離乳食から幼児食まで種類が多くあります。

このため、提供する食事や、離乳食を含めた種類ごとに食材を確認する必要があります。 

 

② 対象となる年齢が低く、年齢の幅が広いため、事故予防管理や栄養管理がより重要 

   対象が０～６歳児であり、アレルギーや除去について理解できないことがほとんどで

す。このため、誤食防止のために、周囲の管理者による配慮や監視、環境整備が必要で

す。また保育時間が長いことから、給食の給与栄養目標量は食事摂取基準に対して占める

比率が高く、発達・発育が著しい乳幼児の栄養素が不足しないように栄養管理が重要で

す。 

 

③ 経過中に耐性の獲得（原因食品除去の解除）が進む 

    主要原因食品である鶏卵、牛乳、小麦は年齢を経るうちに食べられるようになる子ども

が多く、３歳までに約５割、６歳までに約８～９割で解除が進みます。このため子どもた

ちは、定期的（６～12か月毎）に医療機関を受診し、負荷試験を実施する中で、解除が可

能か確認してもらうこととなります。保育所では子どもたちの除去食生活の変化を逐次追

って、施設での対応も変化させていく必要があります。 

 

④ 保育所において新規の発症がある 

    食物アレルギーの発症は乳児が最も多く、その後２歳までに全食物アレルギー患者の 80%

が発症してきます。このため、保育所で提供される給食等において、食物アレルギーの経

過中に新たな発症が起こりやすい傾向があります。 

また、これまでに食物アレルギーの診断がなされていない子どもにおいても、保育所で

初めて食物アレルギーの発症が起こることもあります。 

こうしたことを踏まえ、食物アレルギーを有する子どもがいない場合でも、皮膚症状や

呼吸器症状など、食物アレルギーの症状についての理解をしておくことが重要です。 

 

⑤ 保護者との相互理解が必要 

     保育所での食物アレルギー対応について、保護者から、家庭で行っている場合と同様

に、個別性の高い除去や代替食対応を求められる場合もあります。保護者と連携したアレ

ルギー対応を行うに当たっては、保護者の気持ちを受け止め、状況を理解するとともに、

安全・安心を最優先にした保育所におけるアレルギー対応の基本原則について、保護者に

対して丁寧に説明を行い、相互理解を図ることが重要です。 
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【Ⅱ．保育所の給食・離乳食の工夫・注意点】 

保育所の給食・離乳食については、以下の工夫や注意点があげられます。しかし、調理室

の環境が整備されていたり、対応人員に余裕がある、また栄養士・調理員の対応能力が高け

れば、個別に対応することを本ガイドラインによって、制限するものではありません。離乳

食は、『授乳・離乳の支援ガイド』（平成 31年３月 厚生労働省）を参考にして、保育所で“初

めて食べる”食物を基本的に避けるように保護者と連携することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 献立を作成する際の対応 

   １）除去を意識した献立 

     主要原因食品である鶏卵、牛乳、小麦は安価で重要な栄養源であるため、給食で利用

しやすく、献立に組み込まれる傾向があります。主菜として献立を立てる時は、除去を

必要とする子どもがいる場合は代替献立を意識し、納品や調理が可能であるかを検討し

た上で取り入れることが重要です。 
 

２）新規に症状を誘発するリスクの高い食物の少ない献立 

    魚卵、果物、ナッツ類、ピーナッツ、甲殻類は幼児期以降に新規発症する傾向があり

ます。特にそば、ピーナッツ、ナッツ類は誘発症状が重篤になる傾向があり、注意を要

します。これら食物は主要原因食品と違い、献立として他のものに代替可能な場合が多

く、敢えて給食で利用しないことも症状誘発の予防対策の一つです。 
 

３）調理室における調理作業を意識した献立 

     一般的に保育所の調理室は小規模であり、衛生区分ごとの部屋分けは難しく、また、

調理作業や配膳スペースも狭いため、混入（コンタミネーション）を避けるための作業

動線や作業工程の工夫を献立の時点で考慮します。また、アレルギー食を全く別献立で

作るよりも、一般食の調理過程で流用できるような献立にしたほうが、作業効率が良く

なります。 

① 献立を作成する際の対応 

 １）除去を意識した献立 

 ２）新規に症状を誘発するリスクの高い食物の少ない献立 

 ３）調理室における調理作業を意識した献立 

② 保育所で“初めて食べる”ことを避ける 

③ アレルギー食対応の単純化 

④ 加工食品の原材料表示をよく確認する 

⑤ 調理室において効率的で混入（コンタミネーション）のない調理と搬送 

⑥ 保育所職員による誤食防止の体制作り 

（知識の習熟、意識改革、役割分担と連携など） 

⑦ 食材を使用するイベントの管理 

⑧ 保護者との連携 

⑨ 除去していたものを解除するときの注意 
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  ② 保育所で“初めて食べる”ことを避ける 

    保育所において食物アレルギー症状の誘発を最小限に抑制するためには、原因となる食

品の除去に加え、新規に食物アレルギー症状を誘発させない工夫が求められます。 

    この考えのもとに保育所特有の対策として、保育所においては食物アレルギーを有する

子どもに“初めて食べる”ことを避けることが重要です。新規の食物にアレルギー反応が

起きるか否かは食べてみないと分からないことから、家庭において可能であれば２回以上、

保育所で提供する量程度、もしくはそれ以上の量を食べて何ら症状が誘発されないことを

確認した上で、その食物を給食で食べることが理想的です。特に給食に使用している高リ

スク食品については必ず確認します。 

    このため、保護者と事前に連携し、全入所児のこれまでの家庭における代表的な個々の

食物の摂食状況を調査把握することが前提となります。また、保育所は事前に献立を提供

し、これまで食べたことのない食物が給食にないか家庭でもチェックしてもらうよう依頼

し、事故を未然に防ぐ工夫をします。ただし、これまで食物アレルギーの診断がされてい

ない子どもが、保育所で初めて食物アレルギーを発症することもあることから、症状発現

時に慌てることがないよう、体制を整えておくことが必要です。 

   

③ アレルギー食対応の単純化 

        原因食品の除去といっても、その除去のレベルは患者によって様々です。例えば牛乳ア

レルギー一つをとっても、“完全除去”指導から、“混入程度はよい”、“25mlまでならよ

い”、“100mlまでならよい”などと千差万別です。さらに、“パン程度の使用ならよい”な

どと曖昧な指示しかないこともあります。こうした個々の自宅での対応レベルをそのまま

給食に適応しようとすると、調理や管理が煩雑となるだけでなく、誤食発生の遠因にもな

ります。 

また、即時型の食物アレルギーが治っていく過程において感冒・胃腸炎などの体調の変

化などでも普段は食べられている量でも症状が誘発されることがしばしば認められます。

このため、保育所における食物アレルギー対応の基本は、子どもが安全に保育所生活を送

るという観点から“完全除去”か“解除”の両極で対応を進めるべきです。つまり、保育

所においては一つずつの原因食品に関して、医師の指導の下で、自宅などでの摂取によ

り、安全が確認された後に、除去していた食物の解除を進めるということです。 

 

   ④ 加工食品の原材料表示をよく確認する 

     加工食品を使用する際は、主要原因食品の含有量がなるべく少なく、味、価格が妥当な

ものを検討します。原材料の確認のとれないものは使用するべきではありません。 

製造業者、納品業者に対して食物アレルギーについて問題意識の共有を行い、各個の納

品に対してアレルギー物質に関する詳細報告を求め、書類で保管します。この情報は症状

誘発時にも有用です。納品物の原材料が変更される際は、それぞれに改めて原材料を記載

した書類を提出させて保管します。同じ製品であっても途中で使用材料が変わる場合もあ

るので、納入のたびに確認します。 
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⑤ 調理室において効率的で混入（コンタミネーション）のない調理と搬送 

     アレルギー対応食の作業スペースと専任の調理員が確保できることが理想ですが、一般

的に保育所の調理室は小規模であり、人員も不足していることが少なくありません。その

ため、混入（コンタミネーション）による事故予防のために、作業動線や作業工程の工夫

や声出し確認が求められます。また、調理器具や食品の収納保管場所の確保を工夫する必

要があります。 

     調理されたアレルギー食の混入予防や保育室へ運ぶまでの間に誤配がないように食事に

目印を付けたり、声出し確認を調理担当者間、調理担当者-保育士間など繰り返し行うこ

とを怠らないようにします。 

 

⑥ 保育所職員による誤食防止の体制作り（知識の習熟、意識改革、役割分担と連携など） 

    事故防止の見地から、最も重要なことは、施設長をはじめとして保育士、看護師、栄養

士、調理員、用務員、臨時職員等も含めた職員全体の食物アレルギー及びアナフィラキシ

ーに対する知識の啓発と習熟、当事者意識の向上と維持、そしてアレルギー疾患を有する

子どもの状況把握です。それぞれの職員で役割分担を行ない、効率的に対応漏れのないよ

うに注意し、また職員間での連携を密にします。 

    保育所は開所日が多く、開所時間も長いため、職員の勤務体制は振替休日・時間差出勤

などでスタッフ・職員の入れ替わりが多く、体制が頻繁に変化します。このため職員間の

連絡調整の不備から、配膳や喫食時の取り違えなどの誤食の発生に繋がりやすいので、施

設全体で日々の情報共有と対応のマニュアル化、パターン化することが必要です。 

  

⑦ 食材を使用するイベントの管理 

     給食時は日常的に注意を払う一方で、食事以外での食材を使用する時（小麦粉粘土等を

使った遊び、おやつ作り、豆まきなど）は注意が散漫になる傾向があります。また、誤食

は、非日常的なイベント時（遠足、運動会など）に起こる傾向があります。職員がイベン

トの準備や手順に追われ、つい食物アレルギー対応に関する手順を抜いたり、忘れたり、

間違えたりして事故が起こる例が多く、注意が必要です。 

 

⑧ 保護者との連携 

    家庭における食生活は、乳幼児期の子どもにとって特に重要です。まずは、家庭におけ

る食生活があり、その延長線上に保育所の給食があるという認識のもとで、子どもの生活

の連続性を考慮し、アレルギー対応について、献立を毎月保護者と確認したり、面談の際

に家庭での様子を聞き取ったりするなど、保護者との連携を図ることが求められます。 

    また、保護者は子どもの食物アレルギーの状況に関連して、育児に不安を抱くこともあ

ります。面談等を通じて、日頃から保護者の声に耳を傾けるよう努める必要があります。 
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⑨ 除去していたものを解除するときの注意（参照：参考様式「除去解除申請書」（43頁）） 

     保育所に在籍する乳幼児が除去していたものを解除するときには、以下の２つのパター

ンがあります。 

a) 未摂取なものを除去していて解除するとき 

b) 食べて症状を経験したために除去していたものを食物経口負荷試験などの結果で

解除するとき 

a)の保育所での解除については、除去していた食物は元々食べても症状がでなかった可

能性があるので、そのリスクは決して高くはありません。 

一方、b)の場合、保育所での解除に注意を要します。例えば牛乳アレルギーを有する子

どもが牛乳 25ml を飲めても、それは 200ml も飲めることを示唆するものではありません。

さらに、鶏卵は加熱することで低アレルゲン化（食べられやすくなる）することが知られ

ており、鶏卵 1/4 個食べられたとしても、加熱の程度によって同量であっても症状は誘発

される可能性があります。このため、b)の場合の解除においては、特に、“③アレルギー食

対応の単純化”でも記述したように、原因食品の部分解除は推奨せず、“完全除去”か“解

除”の両極で対応するべきです。また、負荷試験の結果、食べられるという医師からの診

断があっても、家庭において複数回、保育所での最大摂取量を食べても症状が誘発されな

いことを確認した上で、保育所での解除をすすめるべきです。 

    なお、本ガイドラインにおいて、解除指示は生活管理指導表や医師の診断書の提出を求

めないことになっています。しかし、解除指示は口頭のやりとりのみで済ますことはせず、

必ず保護者と保育所の間で、所定の書類を作成して対応することが必要です。（以下に定型

①及び②を参考例として提示します） 
 

 ＜参考例＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

除去解除申請書（定型②） 

年   月   日   

 

（施設名）          

（クラス等）          

（児童氏名）          

 

本児は生活管理指導表で「未摂取」以外を理由

に除去していた（食品名：        ）

に関して、医師の指導の下、これまでに複数回

食べて症状が誘発されていないので、保育所に

おける完全解除をお願いします。 

 

（保護者氏名）              

 

 

 

除去解除申請書（定型①） 

年   月   日   

 

（施設名）          

（クラス等）          

（児童氏名）          

 

本児は生活管理指導表で「未摂取」のため除去

していた（食品名：        ）に関し

て、医師の指導の下、これまでに複数回食べて

症状が誘発されていないので、保育所における

完全解除をお願いします。 

 

（保護者氏名）             
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Ｂ．アレルギー用調製粉乳 

   牛乳アレルギーを有する子ども向けにアレルギー用調製粉乳があり、乳幼児の多くは保育

所においてアレルギー用調製粉乳を授乳させることになります。牛乳は豊富にカルシウムを

含むため、牛乳除去を行うとカルシウム摂取不足に陥る傾向があります。このため、離乳が

完了した後も乳製品の位置づけで引き続きアレルギー用調製粉乳を利用していくことも必要

です。 

   アレルギー用調製粉乳にはいくつか種類がありますが、重症な牛乳アレルギーでなければ

どのアレルギー用調製粉乳を使っても問題はありません。このため保育所で特定のアレルギ

ー用調製粉乳を統一して使うことも可能です。しかし逆にどうしても特定のアレルギー用調

製粉乳しか利用できない乳幼児がおり、この場合には個別に対応していく必要があります。 

 

Ｃ．除去食品においてより厳しい除去が必要なもの  

ある原因食品の除去が必要であっても、少量であれば摂取できることがよくあります。保

育所において、個々の摂取量上限に個別に対応していくことは実質不可能であり、保育所に

おける対応の基本は完全除去とするべきです。 

 しかし、調味料や油脂などに極少量含まれているだけの場合、それらが給食で利用できる

か否かは、調理上における負担に大きく関係します。下記に示す食品は、当該アレルギーが

あっても、摂取可能な場合が多いため、除去を必要とする場合には、生活管理指導表「病型・

治療」欄の「Ｃ．原因食品・除去根拠（27 頁参照）」の記載とは別に、本欄（38 頁参照）へ

の記載により確認します。 

また、下記に示す食品について除去が必要な場合、当該原因食品に対して重篤なアレルギ

ーがあり、除去が多品目にわたって、誤食の際にアナフィラキシーを発症するリスクが高ま

ったりするなど、安全な給食提供が困難になる場合があります。こうした場合には、当該食

品が含まれる料理については、弁当対応も検討して下さい。 

 

※以下の各食品の前に記載の番号は、「Ｃ．原因食品・除去根拠」のものに対応しています。 

 

１．鶏卵：卵殻カルシウム 

卵殻カルシウムは、卵殻を主原料とするもので、その成分は酸化カルシウムです。焼成

（高熱で焼くこと）でも未焼成であっても鶏卵タンパクの混入はほぼなく、鶏卵アレルギ

ーを有する子どもにとって除去する必要は基本的にありません。 

 

２．牛乳・乳製品：乳糖 

乳糖（ラクトース）は牛乳に限らず、哺乳類の乳汁に含まれる糖類です。乳という漢字

が使われていますが、牛乳との直接的な関連はなく、牛乳アレルギーであっても摂取でき

ます。しかし「食品表示法」（平成 25年法律第 70号）において、アレルギー物質を含む食

品の表示については、乳糖の表記は拡大表記として認められており、その加工食品に乳タ

ンパクが含有されていることを示唆するので注意が必要です。 
 

 


